
 

蒲郡市電子契約運用要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、蒲郡市が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 電子契約サービス サービス提供事業者が電子契約の当事者双方の指示を受

けて、電子契約書にサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う立

会人型（事業者署名型）電子署名サービスをいう。 

⑵ サービス提供事業者 蒲郡市と電子契約サービスの提供に係る契約を締結す

る事業者をいう。 

⑶ 電子契約書 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第５項に規

定する契約内容を記録した電磁的記録をいう。 

⑷ 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）

第２条第１項に規定する電子署名をいう。 

⑸ 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。 

⑹ 担当者 電子契約書（設計書、図面等を含む。以下同じ。）を電子契約サー

ビスにアクセスし、アップロードすること及び署名依頼情報を入力すること等

電子契約サービスを利用した契約手続の実務を行う市職員をいう。 

⑺ 承認者 担当者が電子契約サービスにアクセスし、アップロードした電子契

約書について、当該電子契約書が適切な契約書であるかどうかを確認し、承認

する市職員をいう。 

⑻ 電子署名実施者 電子署名を行う電子契約書が決裁を受けたものと相違ない

ことを確認し、当該電子契約書に電子署名を行う権限を有する市職員をいう。 

⑼ タイムスタンプ サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利用する電

子的な時刻証明をいう。 

（電子契約の利用範囲） 

第３条 市長は、電子入札による競争入札に限り、電子契約サービスを利用した電

子契約によることができるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。 

⑴ 法令等の定めにより書面で行うべきとされている契約 



 

 

⑵ 契約期間が１０年を超える契約 

⑶ その他電子契約によることが適当でないと認められる契約 

２ 市長は、入札公告又は指名通知をするときは、その契約が電子契約によること

ができる契約である場合は、その旨を明示するものとする。 

（承認者の設置） 

第４条 電子契約サービスを利用する各所属に承認者を置き、所属長の職にある者

又はあらかじめ所属長が指名する者をもってこれに充てる。 

２ 承認者が不在のときは、蒲郡市決裁規程（昭和５２年蒲郡市訓令第３号）第７

条、蒲郡市教育委員会事務決裁規程（平成２１年蒲郡市教育委員会訓令第１号）

第７条、蒲郡市水道事業決裁規程（昭和４２年蒲郡市水道管理規程第４号）第４

条、蒲郡市モーターボート競走事業決裁規程（平成２９年蒲郡市競走事業管理規

程第２号）第４条及び蒲郡市下水道事業決裁規程（平成３１年蒲郡市下水道事業

管理規程第２号）第４条の代決の規定を適用するものとする。 

（電子署名実施者の設置） 

第５条 電子契約サービスを利用する各所属に電子署名実施者を置き、所属長の職

にある者又はあらかじめ所属長が指名する者をもってこれに充てる。 

２ 電子署名実施者が不在のときは、前条第２項の規定を準用する。 

（運用管理者） 

第６条 電子契約サービスの運用管理のため、電子契約サービス運用管理者（以下

「運用管理者」という。）を置き、契約検査課長をもってこれに充てる。 

２ 運用管理者は、次に掲げる業務を行う。 

⑴ 電子契約サービスの利用権限の設定に関すること。 

⑵ 電子契約サービスの利用手続に関すること。 

⑶ 電子契約書の管理に関すること。 

⑷ その他電子契約サービスを適正かつ円滑に運用管理するために必要なこと。 

（電子契約によることの意思確認） 

第７条 担当者は、契約相手方に電子契約を行うか否かの意思の確認を行うものと

する。 

２ 担当者は、契約相手方から電子契約を希望する旨の回答があったときは、速や

かに電子契約利用申請書兼メールアドレス申出書（別記様式）を提出させるもの

とする。 



 

 

（電子契約書のアップロード等） 

第８条 担当者は、次の手順により電子契約書のアップロード及び署名依頼情報の

入力等を行うものとする。 

⑴ 電子契約サービスにアクセスし、所属する課の電子メールアドレス及びパス

ワードによりログインをする。 

⑵ ＰＤＦに変換した電子契約書のアップロードを行う。 

⑶ 署名依頼情報（電子契約書を入れる封筒名（案件名）、契約締結日及び契約

番号（ない場合は不要））を入力し、承認者、署名者等の設定及び契約相手方

の情報の入力を行う。 

⑷ 前号の入力完了後、内容を再度確認し、承認者に送信する。 

⑸ 前号の送信をした後に内容を修正するときは、第２号によりアップロードし

た電子契約書を削除し、新たに修正した電子契約書をアップロードする。 

（契約内容の確認） 

第９条 承認者は、前条の規定により担当者が電子契約サービス上に電子契約書を

アップロードし、電子契約サービスから内容確認を依頼するメールを受信したと

きは、速やかにアップロードされた電子契約書が適切なものであるかどうかを確

認し、承認するものとする。 

２ 担当者は、承認者による承認があったときは、必要に応じて契約相手方に連絡

し、電子契約サービスでの電子契約書の内容の確認及び電子署名の実施を依頼す

るものとする。 

（契約の締結） 

第１０条 電子署名実施者は、契約相手方の確認及び電子署名が行われたときは、

電子署名を行う電子契約書が決裁を受けたものと相違ないことを確認した上で電

子署名を行うものとする。 

（変更契約） 

第１１条 市長は、原契約が電子契約によるものか否かにかかわらず、第７条第２

項の規定による申出があるときは、原契約に係る変更契約を電子契約により行う

ことができる。 

２ 原契約が電子契約によるものについて、書面により変更契約を行ったときは、

原契約の電子契約書は、電子契約サービスでの保存を継続するものとする。 

（電子契約書の保存） 



 

 

第１２条 電子契約書の正本は、電子契約サービスに保存するものとする。 

２ 電子契約書のデータを電子契約サービス以外に保存する等、前項の規定によら

ない保存方法であっても、当該電子契約書に係る契約の有効性を妨げるものでは

ない。ただし、電磁的記録の保存に関する法令等の規定に違反する場合において

は、この限りでない。 

３ 契約相手方は、電子契約サービスから電子契約書をダウンロードすることがで

きる。 

４ 電子契約書に付与されたタイムスタンプの有効期間は、１０年間とする。 

５ 運用管理者は、電子契約書の保存期間が１０年を超えるものについて、タイム

スタンプの有効期間満了前にサービス提供事業者に対し、延長の手続を行うもの

とする。 

（障害時等の対応） 

第１３条 市長は、電子契約サービスの障害、天災、広域停電、通信障害によるネ

ットワーク障害その他やむを得ない事情により、電子契約サービスの利用ができ

なくなった場合において、障害等の復旧又は状況の改善が見込めず電子契約が締

結できないと認められるときは、電子契約を中止し、書面による契約に変更する

ことができるものとする。 

２ 前項の規定により書面による契約に変更するときは、担当者は、契約相手方に

対し、電話等の確実な方法により速やかに連絡するものとする。 

（事故等の報告） 

第１４条 電子契約サービスを利用する者は、電子契約サービスの不正な利用若し

くはそのおそれがあると認められるとき又は障害を発見したときには、速やかに

運用管理者に報告し、運用管理者の指示に従うものとする。 

２ 運用管理者は、前項による報告を受け、又は自ら電子契約サービスの障害を発

見したときには、速やかにサービス提供事業者に連絡し、必要な措置を講ずるも

のとする。 

（雑則） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要領は、令和６年１２月１日から施行する。 

  



 

 

別記様式（第７条関係） 

電子契約利用申請書兼メールアドレス申出書 

年  月  日 

蒲郡市長 様 

 

 

 

 

下記の案件について、電子契約の利用を申請します。 

記 

当該案件の電子契約の締結について、契約締結権者又は契約締結権者から代理権を

授与された契約締結事務責任者のメールアドレスは以下のとおりです。 

１ 電子契約案件 

案件名称  

２ 電子契約締結に利用するメールアドレス 

利用メールアドレス  

 

３ 契約保証 【500 万円以上(税込み)の工事のみ】 

 

 

 現金納付(金額を定め、契約保証金提出書を本申請書に添付してくださ

い。) 

 前払保証事業会社の保証（東日本建設業保証(株)）【電子・紙】 

 金融機関の保証 

 損害保険会社の公共工事履行保証証券（履行ボンド） 

 損害保険会社の履行保証保険 

４ 建設リサイクル説明書等書類の提出について 【該当する工事のみ】 

 有(開札日当日中に書類をメールにて提出してください。) 

 無 

５ 担当者連絡先 

 

所在地（住所）  

商号又は名称  

代表者職氏名  

申請者 

※契約書の受注者欄と同一の内容を記載してください。 

※ 契約保証を要する契約の場合のみ保証の方法を選択し、下記の該当欄に○を 

付けてください。 

担当者氏名  

電話番号  

 



 

 

※ 本申請書は落札決定の当日の午後５時までに、必要書類を添付の上、指定のメ

ールアドレスまで提出してください。(３の契約保証については契約日の前日ま

でに提出してください。) 

※ 本申請書は、契約の都度提出が必要です。 

※ 本申請書を提出した場合であっても、書面での契約に変更することがあります。 

※ 本申請書を提出した場合の建設工事請負契約においては、建設業法（昭和２４

年法律第１００号）第１９条第１項及び２項の規定による書面の交付に代えて電

磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 

※ 契約保証は契約日の前日までに、以下の方法にて提出してください。 

・保証事業会社の電子証書：電子保証に係る「認証キー」のお知らせ（PDF 形式）

を電子メールにて提出 

・契約保証金の納付：領収印が押された納付書兼領収書の写しを電子メールにて

提出又は郵送若しくは持参 

・上記以外：紙の保証書等を郵送又は持参 

※  共同企業体の場合は、構成員全員が「電子契約利用申請書兼メールアドレス申

出書」を提出してください。 

 


